
岩手県公安委員会告示第６号 

 銃砲刀剣類所持等取締法（昭和33年法律第６号）第12条の３の規定に基づき、同条の診断を行う医師を次のとおり指定した。 

  令和２年６月２日 

岩手県公安委員会 

委員長 小 野 公 代  

医師の氏名 勤務する病院の名称 勤務する病院の所在地 指定年月日 診断の対象者 

伊東 宗行 
社会福祉法人新生会み

ちのく療育園 

紫波郡矢巾町大字煙山

第24地割１番地 
令和２年５月20日 

銃砲刀剣類所持等取締法施行令（昭和33年

政令第33号）第８条第３号に掲げる病気に

かかっている者 

石塚 直樹 岩手医科大学附属病院 
紫波郡矢巾町医大通二

丁目１番１号 
〃 

介護保険法（平成９年法律第123号）第５

条の２第１項に規定する認知症である者 
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